
自動車点検整備推進運動の強化月間です

車両火災事故の前兆・予兆

車両火災事故を防止しましょう

今月のテーマ

９月１０月は 「自動車点検整備推進運動」実施月です。自動車は、国民の生活や経済の発展に必要不可欠なものであり、その役割はますます重
要なものとなっている一方、交通事故の発生状況は依然として厳しい状況にあり、自動車の不具合による事故も発生していることから、車両の安
全確保のために確実な点検・整備を行うことが、ますます重要となっています。また、環境面においても、排出ガスによる大気汚染や地球温暖化問
題への対応が重要となっています。このため、自動車関係団体等の協力を得て、「自動車点検整備推進運動」を全国的に展開することにより、自
動車ユーザーに適切な点検・整備の必要性や重要性を理解してもらうとともに、事業用自動車のユーザーにあっては、整備不良に起因する事故
の防止を図るため、より確実な点検・整備の実施を求めています。

その中でも、重点項目の１つに車両火災事故の防止があります。十分な点検をするのはもちろんのこと、下記の前兆・予兆があった場合にはすぐ
に対処をし、車両火災を防止しましょう。
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走行時に感じるさまざまな異状の中には、火災の前兆や予兆を示すものがあります。ここでは比較的可能性の高いものを挙げて、その症状や現象、
考えられる主な原因（火災につながる代表的な事例）を示します。このような異状を感じたら、できるだけすみやかに停車し、異常の有無を確認して
ください。なお、確認作業に当たっては、過熱した部品などによって、火傷など負傷する可能性がありますので、十分注意してください。
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